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地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の２及び名古屋港管理組合港湾整備事業の設置等に関する条例（昭和

41年名古屋港管理組合条例第12号）第７条の規定に基づき、施設運営事業及び埋立事業の平成20年10月１日から平成21

年３月31日までの期間における業務の状況を次のとおり公表する。

平成21年７月１日

名古屋港管理組合管理者

愛知県知事　神田　真秋

名古屋港管理組合施設運営事業会計の業務の状況

１　事業の概況

⑴　経営業務

この期間中における各事業の収益額及び提供施設量は、次のとおりである。

（注）提供施設量は、平成21年３月31日現在の数量であり、面積は、有効面積である。

平成21年７月１日

（水曜日）

第 438 号

規　　　　　則

名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公 布 す る 。

平 成 二 十 一 年 七 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 管 理 者

愛 知 県 知 事 　 神 田 　 真 秋

名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 九 号

名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

名 古 屋 港 管 理 組 合 財 務 規 則 ︵ 昭 和 三 十 九 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 規 則 第 七 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 中 第 五 項 を 第 六 項 と し 、 第 四 項 を 第 五 項 と し 、 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

３ 第 一 項 の 規 定 に よ り 引 継 ぎ を す る 帳 簿 ︵ 物 品 関 係 を 除 く 。 ︶ に つ い て は 、 異 動 の 日 の 前 日 を も つ て 締 め 切 り 、 最 終 記 帳

の 次 に 合 計 高 及 び 引 継 年 月 日 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 電 子 計 算 機 に よ り 作 成 さ れ る 帳 簿 に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。

第 百 三 十 二 条 第 一 項 中 ﹁ 五 分 の 四 ﹂ を ﹁ 十 分 の 八 ・ 五 ﹂ に 改 め る 。

附 　 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

告　　　　　示

区　　　　分

上 屋 運 営 事 業

貯 木 場 運 営 事 業

荷 役 機 械 運 営 事 業

収　益　額

651,566,301

148,123,725

831,607,853

一般使用 23棟 ( 91,093㎡)

専用使用 18棟 ( 39,367㎡)

一般使用 1か所 ( 455,450㎡)

専用使用 7か所 ( 995,430㎡)

13基

提　　供　　施　　設　　量

円



⑵　建設改良事業

ア　上屋整備事業

金城ふ頭開閉所継電器盤の改修工事をした。

イ　荷役機械整備事業

飛島ふ頭南2号起重機電装品等の改修工事をした。

２　経理の状況

⑴　平成20年度予算に対する執行済額

名古屋港管理組合公報　第438号　平成21年７月１日2

区　　　　分

(収益的収入及び支出)

施 設 運 営 事 業 収 益

施 設 運 営 事 業 費 用

3,307,000,000

3,312,000,000

予　算　額 執　行　済　額 備　　　　　考

円

3,543,708,797

3,104,063,836

(資本的収入及び支出)

資　本　的　収　入

資　本　的　支　出

415,020,000

1,647,000,000

415,448,077

1,622,608,635

資本的収入額が資本的支出額に不足する額

1,207,160,558円は、減債積立金466,930,005円

及び過年度分損益勘定留保資金740,230,553円

で補てんした。

円
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⑵　施設運営事業会計合計残高試算表

平成21年３月31日現在

借　　　　　　　　方

残　　高

14,278,109,215

13,434,581,664

195,527,551

648,000,000

3,499,805,784

3,141,948,499

311,735,575

16,321,710

29,800,000

2,936,672,624

2,768,073,366

131,701,707

36,897,551

20,714,587,623

35,149,553,422

34,219,983,153

200,570,269

729,000,000

11,600,562,712

6,805,002,669

4,573,851,095

19,558,948

202,150,000

3,993,976,485

3,663,054,170

330,922,315

1,405,065,885

1,405,065,885

952,802,257

18,942,247

933,860,010

496,663,247

155,522,221

341,141,026

2,997,978,295

2,829,379,037

131,701,707

36,897,551

56,596,602,303

421,326,321

421,326,321

3,771,239,667

1,804,195,284

1,810,594,263

3,769,900

152,680,220

1,875,066,325

1,644,183,317

230,883,008

510,616,862

510,616,862

466,930,005

466,930,005

162,215,170

155,522,221

6,692,949

2,251,672,636

2,191,190,633

60,482,003

9,459,066,986

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

投　　　　　資

流　動　資　産

現 金 ・ 預 金

未 収 金

貯 蔵 品

その他流動資産

流 動 負 債

未 払 金

その他流動負債

資 本 金

自 己 資 本 金

借 入 資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

施設運営事業収益

営 業 収 益

営 業 外 収 益

特 別 利 益

施設運営事業費用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

特 別 損 失

合　　　計

1,259,219,599

1,173,176,881

5,042,718

81,000,000

3,623,965,839

1,644,183,317

1,804,195,284

3,237,238

172,350,000

2,336,563,238

2,120,694,002

215,869,236

466,930,005

466,930,005

1,711,430,368

1,698,436,054

12,994,314

60,957,937

60,957,937

9,459,066,986

20,871,444,207

20,785,401,489

5,042,718

81,000,000

8,100,756,928

3,663,054,170

4,262,115,520

3,237,238

172,350,000

4,515,132,049

4,149,353,708

365,778,341

12,433,703,195

8,150,110,915

4,283,592,280

6,736,025,259

5,802,165,249

933,860,010

3,878,234,994

3,385,464,032

17,770,962

475,000,000

61,305,671

61,305,671

56,596,602,303

521,155,564

486,299,538

34,856,026

11,028,637,310

8,150,110,915

2,878,526,395

5,783,223,002

5,783,223,002

3,381,571,747

3,229,941,811

17,770,962

133,858,974

20,714,587,623

円 円 円

合　　計 当　　期

貸　　　　　　　　方

残　　高合　　計当　　期

円 円 円

勘　定　科　目
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３　平成21年度予算の概要

⑴　経営業務

各事業の収益予定額及び提供施設量は、次のとおりである。

（注）面積は、有効面積である。

⑵　建設改良事業

ア　上屋整備事業

稲永ふ頭南3号上屋屋根等の改修を行うものである。

イ　荷役機械整備事業

飛島ふ頭変電所第1期電圧変動補償装置等の改修を行うものである。

⑶　平成21年度名古屋港管理組合施設運営事業会計予算

（総　則）

第１条　平成21年度名古屋港管理組合施設運営事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　入

第１款　　施 設 運 営 事 業 収 益 2,984,000千円

第１項　　営 　 　 　 業 　 　 　 収 　 　 　 益 2,976,299千円

第２項　　営 　 　 業 　 　 外 　 　 収 　 　 益 7,681千円

第３項　　特 　 　 　 別 　 　 　 利 　 　 　 益 20千円

支　　　　　　　　　出

第１款　　施 設 運 営 事 業 費 用 2,959,000千円

第１項　　営 　 　 　 業 　 　 　 費 　 　 　 用 2,786,844千円

第２項　　営 　 　 業 　 　 外 　 　 費 　 　 用 162,136千円

第３項　　特 　 　 　 別 　 　 　 損 　 　 　 失 20千円

第４項　　予 　 　 　 　 　 備 　 　 　 　 　 費 10,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,348,970

千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額25,000千円及び過年度分損益勘定留保資金1,323,970千円で補

てんするものとする。）。

収　　　　　　　　　入

第１款　　資 　 本 　 的 　 収 　 入 81,030千円

第１項　　固 定 資 産 売 却 代 金 10千円

第２項　　寄 　 　 　 　 　 附 　 　 　 　 　 金 10千円

第３項　　貸 付 金 返 還 金 81,000千円

第４項　　そ の 他 資 本 的 収 入 10千円

区　　　　分

上 屋 運 営 事 業

貯 木 場 運 営 事 業

荷 役 機 械 運 営 事 業

収　益　額

1,127,241,000 

369,866,000 

1,376,162,000 

一般使用 23棟 ( 91,093㎡)

専用使用 18棟 ( 39,367㎡)

一般使用 1か所 ( 455,450㎡)

専用使用 7か所 ( 995,430㎡)

13基

提　　供　　施　　設　　量

円

区　　　　分

事　　業　　量

上　　　　　屋 41棟

平方メートル

平方メートル

平方メートル

平方メートル

時間

千円

一般使用許可面積 91,093

専用使用許可面積 39,367

一般使用許可面積 455,450

専用使用許可面積 995,430

使 　 用 　 時 　 間 14,113

貯　　木　　場 8か所

荷　役　機　械 13基

施設の維持補修及び施設の増

補・改良工事

施設維持補修工事及び

上 屋 等 整 備 工 事
908,108

施　　　　設 事　　　　　　　項 備　　　　　考



名古屋港管理組合公報　第438号　平成21年７月１日 5

支　　　　　　　　　出

第１款　　資 本 的 支 出 1,430,000千円

第１項　　建 設 改 良 費 540,600千円

第２項　　固 定 資 産 購 入 費 788千円

第３項　　企 業 債 償 還 金 888,612千円

（一時借入金）

第５条　一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　466,982千円

（たな卸資産購入限度額）

第７条　たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

名古屋港管理組合埋立事業会計の業務の状況

１　事業の概況

⑴　経営業務

この期間中の収入は、受取利息、埋立地貸付料等による212,033,485円である。

これに対する支出は、一般管理費、維持補修費、一般会計負担金等の177,145,625円である。

⑵　造成事業

ア　南部地区事業

この期間における事業の概要は、桟橋撤去を行った。

イ　西部地区事業

この期間における事業の概要は、西部第１貯木場跡地において地盤改良等調査、西部第２貯木場跡地において用地

整備及び地盤改良等調査を行った。

ウ　南５区事業

この期間における事業の概要は、公共緑地等の維持に関する業務委託を行った。

２　経理の状況

⑴　平成20年度予算に対する執行済額

区　　　　分

(収益的収入及び支出)

埋 立 事 業 収 益

埋 立 事 業 費 用

338,000,000

388,000,000

予　算　額 執　行　済　額 備　　　　　考

円

366,433,650

350,896,658

(資本的収入及び支出)

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

543,000,000

1,812,000,000

521,194,339

1,575,407,813

円
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⑵　埋立事業会計合計残高試算表

平成21年３月31日現在

借　　　　　　　　方

残　　高

7,909,613,173

1,613,173

7,908,000,000

73,730,022,711

786,679,778

72,943,342,933

12,304,983,866

12,123,964,671

151,255,195

29,764,000

345,698,696

331,550,896

14,147,800

94,290,318,446 138,376,857,704 4,641,569,512 合　　　計 4,641,569,512 138,376,857,704 94,290,318,446

8,591,229,803

7,229,803

8,584,000,000

109,999,107,642

786,679,778

109,212,427,864

16,221,415,630

14,716,097,701

1,392,308,704

99,986,400

13,022,825

2,132,707,529

2,092,133,030

40,574,499

967,086,000

967,086,000

101,468,284

50,734,142

50,734,142

2,696,558

2,696,558

361,146,258

346,958,458

14,187,800

351,751,131

351,751,131

2,103,430,085

1,262,672,177

800,256,383

29,764,000

10,737,525

1,238,324,551

1,216,708,549

21,616,002

752,774,000

752,774,000

2,696,558

2,696,558

192,593,187

192,593,187

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

投 資

土 地 造 成

完 成 土 地

未 成 土 地

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

未 収 金

前 払 金

その他流動資産

固 定 負 債

前 受 金

その他固定負債

流 動 負 債

未 払 金

その他流動負債

資 本 金

自 己 資 本 金

借 入 資 本 金

剰 余 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

欠 損 金

埋 立 事 業 収 益

営 業 外 収 益

埋 立 事 業 費 用

営 業 費 用

営 業 外 費 用

676,186,100

186,100

676,000,000

123,239,879

123,239,879

2,062,625,951

1,216,708,549

762,672,177

70,222,400

13,022,825

264,063,000

264,063,000

1,285,276,977

1,263,020,823

22,256,154

214,730,043

214,730,043

15,447,562

15,407,562

40,000

681,616,630

5,616,630

676,000,000

36,269,084,931

36,269,084,931

3,916,431,764

2,592,133,030

1,241,053,509

70,222,400

13,022,825

59,870,035,061

59,453,795,061

416,240,000

2,181,467,877

2,138,653,466

42,814,411

34,041,957,190

31,938,437,190

2,103,520,000

1,034,382,964

3,108,894

980,539,928

50,734,142

366,433,725

366,433,725

15,447,562

15,407,562

40,000

59,870,035,061

59,453,795,061

416,240,000

48,760,348

46,520,436

2,239,912

33,074,871,190

31,938,437,190

1,136,434,000

932,914,680

3,108,894

929,805,786

363,737,167

363,737,167

円 円 円

合　　計 当　　期

貸　　　　　　　　方

残　　高合　　計当　　期

円 円 円

勘　定　科　目
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３　平成21年度予算の概要

⑴　経営業務

埋立事業収益は、受取利息、埋立地貸付料等で324,000千円を予定している。

埋立事業費用は、一般管理に要する費用である一般管理費、清算地区施設の維持補修に要する費用である維持補修費、

共通経費等一般会計への負担金である一般会計負担金等で425,000千円を予定している。

⑵　造成事業

南部地区においては、道路補修工事、南部地区維持管理等を予定している。

西部地区においては、前年度に引き続き西部第１貯木場跡地及び西部第２貯木場跡地の道路整備等を予定している。

南５区においては、第Ⅲ工区埋立竣工測量、南５区維持管理等を予定している。

⑶　平成21年度名古屋港管理組合埋立事業会計予算

（総　則）

第１条　平成21年度名古屋港管理組合埋立事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

道路整備　　　　　　　70メートル

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　入

第１款　　埋 　 立 　 事 　 業 　 収 　 益 324,000千円

第１項　　営 　 業 　 外 　 収 　 益 323,970千円

第２項　　特 　 別 　 利 　 益 30千円

支　　　　　　　　　出

第１款　　埋 　 立 　 事 　 業 　 費 　 用 425,000千円

第１項　　営 　 業 　 費 　 用 399,669千円

第２項　　営 　 業 　 外 　 費 　 用 15,301千円

第３項　　特 　 別 　 損 　 失 30千円

第４項　　予 　 　 　 備 　 　 　 費 10,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,112,000

千円は、繰越工事資金で補てんするものとする。）。

収　　　　　　　　　入

第１款　　資 　 本 　 的 　 収 　 入 525,000千円

第１項　　雑 　 　 　 　 収 　 　 　 　 入 349,000千円

第２項　　貸 付 金 返 還 金 176,000千円

支　　　　　　　　　出

第１款　　資 本 的 支 出 1,637,000千円

第１項　　南 部 地 区 埋 立 事 業 費 25,400千円

第２項　　西 部 地 区 埋 立 事 業 費 433,400千円

第３項　　南 ５ 区 埋 立 事 業 費 50,200千円

第４項　　総 　 　 　 　 係 　 　 　 　 費 191,741千円

第５項　　企 　 　 業 　 　 債 　 　 費 918,374千円

第６項　　雑 　 　 　 　 支 　 　 　 　 出 7,885千円

第７項　　予 　 　 　 　 備 　 　 　 　 費 10,000千円

（一時借入金）

第５条　一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、手当及び法定福利費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　　　　　348,592千円

（たな卸資産購入限度額）

第８条　たな卸資産の購入限度額は、4,500千円と定める。

監査公表第３号

地方自治法第199条第12項の規定に基づき管理者から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容

を公表する。

平成21年７月１日

名古屋港管理組合監査委員　かしわぐま光代　

監　査　公　表
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同　　　　　　　　　　　　宮　島　寿　男　

同　　　　　　　　　　　　吉　井　信　雄　

平成21年監査公表第１号分

監　査　結　果

⑴　指摘事項

支出事務

超過勤務手当において、過支給となっているもの

があった。

該当箇所　総務部、港営部

⑴　指摘事項

支出事務

総務部

過支給については、平成21年２月６日に戻入の措

置を講じた。

今後の防止改善策として、週超過勤務手当が発生

した月については複数回の計算により、手当の過不

足が発生しないように努める。

港営部

過支給については、平成21年２月６日に戻入の措

置を講じた。

今後の防止改善策として、関係規定等の周知を図

り、複数職員による確認を徹底する。

措　　　　　置

辞　　　　　令

議　会　事　項

新

名古屋港管理組合副管理者

旧 氏　　　　名

山　田　孝　嗣

（６月19日）

訓 令 第 一 号

事 務 局 内 一 般

名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 平 成 十 五 年 訓 令 第 一 号 ︶ の 全 部 を 改 正 す る 。

平 成 二 十 一 年 七 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 議 長 　 お く む ら 　 文 洋

名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 行 政 文 書 管 理 規 程

目 次
第 一 章 　 総 則 ︵ 第 一 条 ︱ 第 七 条 ︶

第 二 章 　 管 理 体 制 ︵ 第 八 条 ︱ 第 十 一 条 ︶

第 三 章 　 文 書 等 の 受 領 及 び 配 布 ︵ 第 十 二 条 ・ 第 十 三 条 ︶

第 四 章 　 文 書 等 の 収 受 ︵ 第 十 四 条 ︶

第 五 章 　 起 案 、 供 覧 等 ︵ 第 十 五 条 ︱ 第 二 十 二 条 ︶

第 六 章 　 施 行 ︵ 第 二 十 三 条 ︱ 第 三 十 三 条 ︶

第 七 章 　 整 理 、 保 管 、 保 存 及 び 廃 棄 ︵ 第 三 十 四 条 ︱ 第 四 十 三 条 ︶

第 八 章 　 雑 則 ︵ 第 四 十 四 条 ︶

附 則
第 一 章 総 則

︵ 趣 旨 ︶

第 一 条 こ の 規 程 は 、 名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 ︵ 以 下 ﹁ 議 会 事 務 局 ﹂ と い う 。 ︶ に お け る 事 務 の 処 理 を 適 正 に し 、 そ の

能 率 的 な 運 営 を 図 る と と も に 、 名 古 屋 港 管 理 組 合 情 報 公 開 条 例 ︵ 平 成 十 二 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 条 例 第 七 号 。 以 下 ﹁ 条 例 ﹂

と い う 。 ︶ の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 に 資 す る た め の 行 政 文 書 の 管 理 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

︵ 定 義 ︶

第 二 条 こ の 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 　 行 政 文 書 　 条 例 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 行 政 文 書 を い う 。

二 　 文 書 等 　 文 書 及 び 図 画 を い う 。

三 　 電 磁 的 記 録 　 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 を い う 。

四 　 完 結 文 書 　 事 案 の 処 理 が 完 結 し た 行 政 文 書 を い う 。

五 　 未 完 結 文 書 　 完 結 文 書 以 外 の 行 政 文 書 を い う 。

六 保 管 　 完 結 文 書 を 、 議 会 事 務 局 議 事 課 ︵ 以 下 ﹁ 議 事 課 ﹂ と い う 。 ︶ の 執 務 室 内 に お い て 、 事 案 の 処 理 が 完 結 し た 日 の

属 す る 会 計 年 度 の 末 日 ︵ 収 入 及 び 支 出 の 証 拠 書 に あ っ て は 当 該 収 入 及 び 支 出 の 属 す る 会 計 年 度 の 翌 年 度 の 五 月 三 十 一 日 ︶

ま で 、 適 切 な 管 理 を す る こ と を い う 。

七 保 存 　 完 結 文 書 を 、 議 事 課 の 執 務 室 内 又 は 書 庫 に お い て 、 事 案 の 処 理 が 完 結 し た 日 の 属 す る 会 計 年 度 の 翌 年 度 の 四 月
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一 日 ︵ 収 入 及 び 支 出 の 証 拠 書 に あ っ て は 当 該 収 入 及 び 支 出 の 属 す る 会 計 年 度 の 翌 年 度 の 六 月 一 日 、 保 存 年 限 が 一 年 未 満

の 行 政 文 書 に あ っ て は 作 成 又 は 取 得 の 日 ︶ か ら 保 存 年 限 満 了 ま で 、 適 切 な 管 理 を す る こ と を い う 。

八 行 政 文 書 フ ァ イ ル 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 が 管 理 す る 行 政 文 書 の 開 示 に 関 す る 規 程 ︵ 平 成 十 三 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 議

会 告 示 第 一 号 ︶ 第 十 三 条 第 一 項 第 十 号 に 規 定 す る 行 政 文 書 フ ァ イ ル を い う 。

九 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 　 行 政 文 書 フ ァ イ ル 及 び 行 政 文 書 ︵ 秘 密 を 要 す る も の を 除 く 。 第 四 十 条 に お い て 同 じ 。 ︶ を

管 理 す る た め に 作 成 さ れ た 帳 簿 を い う 。

︵ 事 務 処 理 の 原 則 ︶

第 三 条 事 務 処 理 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 を 除 き 、 文 書 等 ︵ 電 磁 的 記 録 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ︶ を 作 成 し て 行 う こ

と を 原 則 と す る 。 た だ し 、 第 一 号 の 場 合 に お い て は 、 事 後 に 文 書 等 を 作 成 す る も の と す る 。

一 　 意 思 決 定 と 同 時 に 文 書 等 を 作 成 す る こ と が 困 難 で あ る 場 合

二 　 処 理 に 係 る 事 案 が 軽 微 な も の で あ る 場 合

２ 文 書 等 の 処 理 は 、 す べ て 正 確 か つ 迅 速 に 行 い 、 常 に そ の 処 理 経 過 を 明 ら か に し 、 事 務 が 能 率 的 に 運 営 さ れ る よ う に し な

け れ ば な ら な い 。

３ 　 文 書 等 は 、 易 し く 分 か り や す い よ う 作 成 し な け れ ば な ら な い 。

４ す べ て の 文 書 等 は 、 上 司 の 許 可 を 得 な け れ ば 、 こ れ を 関 係 者 以 外 の 者 に 示 し 、 内 容 を 告 げ 、 そ の 写 し を 与 え 、 又 は 庁 外

へ 持 ち 出 し て は な ら な い 。

︵ 秘 密 文 書 の 取 扱 い ︶

第 四 条 議 会 事 務 局 の 職 員 ︵ 以 下 ﹁ 職 員 ﹂ と い う 。 ︶ は 、 秘 密 を 要 す る 行 政 文 書 に つ い て は 、 細 心 の 注 意 を 払 い 、 法 令 そ の

他 の 規 程 に 基 づ き 適 正 に 取 り 扱 わ な け れ ば な ら な い 。

︵ 行 政 文 書 の 種 類 ︶

第 五 条 行 政 文 書 の 種 類 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 　 規 則 　 法 令 に 基 づ い て 制 定 す る も の を い う 。

二 訓 令 　 議 長 が 議 会 事 務 局 又 は 職 員 に 対 し て 職 務 運 営 上 の 基 本 的 な 事 項 を 命 令 す る も の で 、 公 表 の 必 要 の あ る も の を い

う 。

三 　 訓 　 議 長 が 議 会 事 務 局 又 は 職 員 に 対 し て 職 務 運 営 上 の 基 本 的 な 事 項 を 命 令 す る も の で 、 公 表 の 必 要 の な い も の を い う 。

四 　 告 示 　 法 令 等 の 規 定 に 基 づ き 、 処 分 又 は 決 定 し た 事 項 を 一 般 に 公 示 す る も の を い う 。

五 　 公 告 　 告 示 以 外 の も の で 、 一 定 の 事 項 を 一 般 に 公 示 す る も の を い う 。

六 　 通 達 　 議 長 が 議 会 事 務 局 又 は 職 員 に 対 し て 職 務 運 営 上 の 方 針 、 細 目 等 を 指 示 す る も の を い う 。

七 　 一 般 文 書

イ 　 照 会 、 依 頼 、 回 答 、 通 知 、 報 告 、 進 達 、 申 請 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の に 係 る 行 政 文 書

ロ 　 契 約 書 、 争 訟 関 係 文 書 、 議 案 書 、 議 事 録 、 請 願 書 、 陳 情 書 、 要 望 書 、 証 明 書 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 行 政 文 書

八 　 復 命 書 、 事 務 引 継 書 そ の 他 前 各 号 に 該 当 し な い 行 政 文 書

︵ 行 政 文 書 の 作 成 要 領 及 び 書 式 ︶

第 六 条 行 政 文 書 の 作 成 要 領 及 び そ の 書 式 に つ い て は 、 名 古 屋 港 管 理 組 合 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 平 成 二 十 一 年 名 古 屋 港 管 理 組

合 訓 令 第 五 号 。 以 下 ﹁ 文 書 管 理 規 程 ﹂ と い う 。 ︶ 第 六 条 、 別 記 一 及 び 別 記 二 の 例 に よ る 。

︵ 行 政 文 書 の 番 号 ︶

第 七 条 行 政 文 書 ︵ 第 五 条 第 五 号 及 び 第 八 号 に 掲 げ る 行 政 文 書 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ︶ に は 、 次 に 定 め る と こ

ろ に よ り 毎 年 一 月 一 日 に 始 ま り 十 二 月 三 十 一 日 に 終 わ る 番 号 ︵ 第 二 号 に 掲 げ る 行 政 文 書 の 番 号 は 、 そ の 事 案 が 完 結 す る ま

で は 、 同 一 番 号 ︶ を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 請 求 書 、 領 収 書 、 見 積 書 、 軽 易 な 報 告 書 、 定 期 刊 行 物 そ の 他 の 軽 易

な 行 政 文 書 で 処 理 経 過 を 明 ら か に す る 必 要 の な い 行 政 文 書 に は 番 号 を 省 略 す る こ と が で き る 。

一 　 規 則 、 訓 令 、 訓 、 告 示 及 び 通 達 は 、 そ れ ぞ れ の 区 分 に よ り 令 達 番 号 簿 ︵ 様 式 第 一 号 ︶ の 番 号 に よ る 。

二 前 号 以 外 の 行 政 文 書 は 、 文 書 件 名 簿 ︵ 様 式 第 二 号 ︶ の 番 号 に よ る 。 た だ し 、 議 長 が 特 に 認 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。
第 二 章 管 理 体 制

︵ 事 務 局 長 の 職 務 ︶

第 八 条 事 務 局 長 は 、 議 会 事 務 局 に お け る 行 政 文 書 の 管 理 に 関 す る 事 務 ︵ 以 下 ﹁ 文 書 事 務 ﹂ と い う 。 ︶ を 総 括 す る 。

２ 事 務 局 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 議 事 課 長 の 文 書 事 務 の 状 況 に つ い て 実 地 検 査 そ の 他 必 要 な 検 査 を 行 う こ と が

で き る 。

︵ 議 事 課 長 の 職 務 ︶

第 九 条 議 事 課 長 は 、 議 会 事 務 局 に お け る 文 書 事 務 が 適 正 か つ 円 滑 に 処 理 さ れ る よ う 改 善 に 努 め 、 文 書 事 務 を 処 理 す る 者 に

必 要 な 指 導 及 び 助 言 を す る も の と す る 。

２ 　 議 事 課 長 は 、 議 事 課 に お け る 文 書 事 務 を 統 括 す る 。

︵ 行 政 文 書 主 任 ︶

第 十 条 議 事 課 に 行 政 文 書 主 任 を 置 く 。

２ 　 行 政 文 書 主 任 は 、 議 事 課 庶 務 係 長 を も っ て 充 て る 。

３ 行 政 文 書 主 任 は 、 次 条 に 定 め る 行 政 文 書 取 扱 担 当 者 を 指 揮 監 督 し 、 行 政 文 書 の 整 理 、 保 管 及 び 保 存 の 状 況 等 を 常 に 把 握

し 、 議 事 課 の 文 書 事 務 の 適 正 な 管 理 及 び 運 営 に 努 め る も の と す る 。

︵ 行 政 文 書 取 扱 担 当 者 ︶

第 十 一 条 議 事 課 に 行 政 文 書 取 扱 担 当 者 を 置 く 。

２ 　 行 政 文 書 取 扱 担 当 者 は 、 議 事 課 庶 務 係 の 職 員 の う ち か ら 議 事 課 長 が 指 名 す る 。

３ 　 行 政 文 書 取 扱 担 当 者 は 、 行 政 文 書 主 任 の 指 示 を 受 け 、 行 政 文 書 の 適 正 な 管 理 及 び 運 営 に 関 す る 文 書 事 務 を 行 う 。

４ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 職 員 は 、 こ の 規 程 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 業 務 に 関 す る 行 政 文 書 の 収 受 、 発 送 、 保

管 、 保 存 そ の 他 の 文 書 事 務 を 処 理 す る 。
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第 三 章 文 書 等 の 受 領 及 び 配 布

︵ 文 書 等 の 受 領 ︶

第 十 二 条 議 会 事 務 局 に 到 達 し た 文 書 等 ︵ 電 磁 的 記 録 を 記 録 し た 記 録 媒 体 及 び フ ァ ク シ ミ リ に よ り 受 信 し た も の を 含 む 。 次

条 及 び 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ︶ 又 は 電 磁 的 記 録 ︵ 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ た も の を 除 く 。 次 条 に お い て 同 じ 。 ︶ は 、 議

事 課 に お い て 受 領 し 、 又 は 受 信 す る 。

︵ 文 書 等 の 配 布 ︶

第 十 三 条 行 政 文 書 取 扱 担 当 者 は 、 文 書 等 を 受 領 し 、 又 は 電 磁 的 記 録 を 受 信 し た と き は 、 点 検 し た 後 次 に 掲 げ る 手 続 に よ り

配 布 又 は 転 送 す る 。

一 文 書 等 は 開 封 し な い で 、 事 務 担 当 者 へ 配 布 す る 。 た だ し 、 封 皮 の あ て 先 の み で 配 布 先 が 明 ら か で な い と き は 、 開 封 し

て 配 布 す る 。

二 親 展 の 文 書 等 に つ い て は 、 議 長 又 は 副 議 長 あ て の も の に あ っ て は 、 議 事 課 長 に 、 そ の 他 の も の に あ っ て は 、 名 あ て 人

へ 開 封 し な い で 配 布 す る 。

三 電 報 又 は 書 留 郵 便 物 、 配 達 証 明 郵 便 物 そ の 他 の 特 殊 取 扱 郵 便 物 に つ い て は 、 特 殊 郵 便 物 等 収 配 簿 ︵ 様 式 第 三 号 ︶ に 必

要 事 項 を 記 載 の 上 、 受 領 印 を 徴 し て 、 開 封 し な い で 事 務 担 当 者 へ 配 布 す る 。

四 　 電 磁 的 記 録 は 、 事 務 担 当 者 に 転 送 す る 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 電 報 又 は 書 留 郵 便 物 、 配 達 証 明 郵 便 物 そ の 他 の 特 殊 取 扱 郵 便 物 で あ り 、 か つ 、 受 領 す べ き 職

員 名 が 明 示 さ れ て い る 文 書 等 に つ い て は 、 明 示 さ れ た 職 員 が 受 領 す る こ と が で き る 。

第 四 章 文 書 等 の 収 受

︵ 配 布 を 受 け た 文 書 等 の 処 理 ︶

第 十 四 条 事 務 担 当 者 は 、 電 磁 的 記 録 を 配 布 ︵ 転 送 を 含 む 。 ︶ さ れ 、 又 は 直 接 受 領 し 、 若 し く は 受 信 し た 場 合 は 、 必 要 に 応

じ 用 紙 に 出 力 し な け れ ば な ら な い 。

２ 事 務 担 当 者 は 、 配 布 さ れ 、 若 し く は 直 接 受 領 し た 文 書 等 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 電 磁 的 記 録 を 出 力 し た 用 紙 ︵ 以 下 ﹁ 収 受

文 書 ﹂ と い う 。 ︶ の う ち 処 理 経 過 を 明 ら か に す る 必 要 の あ る も の は 、 収 受 印 ︵ 様 式 第 四 号 ︶ の 押 印 及 び 文 書 件 名 簿 へ の 記

載 の 手 続 を 受 け る も の と し 、 そ の 他 の も の は 、 収 受 印 を 押 し て 処 理 す る も の と す る 。

３ 行 政 文 書 主 任 は 、 収 受 文 書 が 請 願 書 、 争 訟 書 、 陳 情 書 そ の 他 収 受 の 日 時 が 権 利 の 得 喪 に 関 係 の あ る も の で あ る と き は 、

封 皮 に 収 受 の 年 月 日 及 び 時 刻 を 明 記 し 、 こ れ に 認 印 を 押 印 し な け れ ば な ら な い 。

第 五 章 起 案 、 供 覧 等

︵ 起 案 ︶

第 十 五 条 起 案 は 、 文 書 管 理 規 程 別 記 一 第 二 の 起 案 用 紙 を 準 用 し た 用 紙 ︵ 以 下 ﹁ 起 案 用 紙 ﹂ と い う 。 ︶ を 用 い て 行 う も の と

す る 。 た だ し 、 軽 易 又 は 定 例 的 な 事 案 を 起 案 す る と き は 、 収 受 文 書 又 は 文 案 を 記 載 し た 用 紙 の 余 白 を 利 用 し て 行 う こ と が

で き る 。

︵ 起 案 の 要 領 ︶

第 十 六 条 起 案 に 当 た っ て は 、 平 易 か つ 簡 明 に 関 係 法 規 、 事 実 の 調 査 、 前 例 そ の 他 参 考 事 項 を 記 載 し 、 関 係 書 類 を 添 付 す る

等 起 案 の 根 拠 及 び 経 過 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。

２ 　 前 条 本 文 の 規 定 に よ り 起 案 す る 場 合 に あ っ て は 、 必 要 な 事 項 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。

３ 　 前 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 起 案 す る 場 合 に あ っ て は 、 用 紙 の 余 白 に 分 類 記 号 、 保 存 年 限 、 起 案 年 月 日 等 の 必 要 な 事 項 を

記 載 し な け れ ば な ら な い 。

４ 　 起 案 文 書 中 加 除 訂 正 し た と き は 、 加 除 訂 正 し た 者 の 印 を 押 さ な け れ ば な ら な い 。

︵ 回 議 ︶

第 十 七 条 起 案 者 は 、 関 係 職 員 に 回 議 し た 後 、 議 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

︵ 合 議 ︶

第 十 八 条 起 案 文 書 の 内 容 が 他 の 部 署 に 関 係 の あ る 場 合 は 、 当 該 起 案 文 書 を そ の 関 係 す る 部 署 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。

︵ 特 別 な 回 議 等 ︶

第 十 九 条 起 案 文 書 の 内 容 が 秘 密 を 要 す る も の 、 緊 急 に 処 理 す る 必 要 の あ る も の 又 は 重 要 な も の で あ る と き は 、 持 ち 回 り で

回 議 又 は 合 議 を し な け れ ば な ら な い 。

２ 起 案 文 書 に 秘 密 を 要 す る 文 書 等 が あ る と き は 、 当 該 文 書 等 を 封 筒 等 に 入 れ て 封 か ん し 、 封 筒 等 に そ の 旨 を 朱 書 す る も の

と す る 。

︵ 不 在 処 理 の 方 法 ︶

第 二 十 条 代 決 者 が 事 務 を 代 決 し た と き は 、 ﹁ 代 ﹂ を 記 入 し 、 押 印 、 署 名 そ の 他 の 行 為 を 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 後 閲 を 必 要 と す る と き は 、 ﹁ 後 閲 ﹂ と 記 入 し 、 決 裁 者 の 登 庁 後 直 ち に 閲 覧 に 供 し 、 後 閲 を 必 要 と し な い と き は 、 決 裁

者 に 報 告 す る も の と す る 。

２ 起 案 文 書 の 内 容 が 急 を 要 す る 場 合 で 、 決 裁 者 以 外 の 上 司 が 不 在 の と き は 、 ﹁ 不 在 ﹂ と 記 入 し て 回 議 す る も の と す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 重 要 な も の で あ る と き は 、 後 閲 の 手 続 を し な け れ ば な ら な い 。

３ 前 項 の 規 定 は 、 合 議 を 受 け る 者 が 不 在 の 場 合 に 準 用 す る 。

︵ 供 覧 の 手 続 ︶

第 二 十 一 条 供 覧 は 、 起 案 用 紙 を 用 い 、 関 係 職 員 に 回 付 す る も の と す る 。 な お 、 そ の 運 用 に つ い て は 、 第 十 五 条 か ら 前 条 ま

で の 規 定 を 準 用 す る 。

︵ 決 裁 を 要 し な い 行 政 文 書 の 取 扱 い ︶

第 二 十 二 条 決 裁 又 は 供 覧 の 要 し な い 行 政 文 書 の う ち 、 保 存 年 限 が 一 年 以 上 の も の に つ い て は 、 そ の 余 白 に 、 作 成 又 は 取 得

の 時 期 、 分 類 記 号 及 び 保 存 年 限 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 六 章 施 行

︵ 行 政 文 書 の 浄 書 ︶

第 二 十 三 条 決 裁 を 終 え た 起 案 文 書 ︵ 以 下 ﹁ 原 議 ﹂ と い う 。 ︶ で 、 施 行 を 要 す る 行 政 文 書 の 浄 書 は 、 起 案 者 の 責 任 に お い て
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行 わ な け れ ば な ら な い 。

︵ 行 政 文 書 の 施 行 ︶

第 二 十 四 条 公 印 の 押 印 を 受 け て 行 政 文 書 を 施 行 し よ う と す る と き は 、 原 議 に 施 行 印 ︵ 様 式 第 四 号 ︶ の 押 印 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。

２ 　 起 案 用 紙 を 用 い て 起 案 し た 行 政 文 書 を 施 行 し た と き は 、 そ の 施 行 方 法 に つ い て 起 案 用 紙 に 記 入 し な け れ ば な ら な い 。

３ 公 印 の 押 印 を 受 け た 行 政 文 書 に つ い て 、 汚 損 等 の た め 同 一 の 内 容 の も の を 再 度 施 行 す る 必 要 が あ る と き 、 又 は 誤 字 等 の

た め 訂 正 し た 上 で 再 度 施 行 す る 必 要 が あ る と き は 、 議 事 課 長 の 承 認 を 得 て 施 行 す る こ と が で き る 。

︵ 令 達 番 号 簿 及 び 文 書 件 名 簿 へ の 記 載 ︶

第 二 十 五 条 施 行 す る 行 政 文 書 の う ち 、 第 五 条 第 一 号 か ら 第 六 号 ま で ︵ 第 五 号 を 除 く 。 ︶ に 掲 げ る 行 政 文 書 は 、 令 達 番 号 簿

へ の 記 載 の 手 続 を 、 そ の 他 の 行 政 文 書 で 処 理 経 過 を 明 ら か に す る 必 要 の あ る も の は 、 文 書 件 名 簿 へ の 記 載 の 手 続 を 受 け な

け れ ば な ら な い 。

２ 令 達 番 号 簿 又 は 文 書 件 名 簿 へ の 記 載 の 手 続 を 受 け た 行 政 文 書 に つ い て 、 取 り 下 げ る 必 要 が あ る と き は 、 議 事 課 長 の 承 認

を 得 な け れ ば な ら な い 。

︵ 未 処 理 文 書 の 確 認 等 ︶

第 二 十 六 条 議 事 課 長 は 、 文 書 件 名 簿 へ の 記 載 の 手 続 を 受 け た 行 政 文 書 の う ち 、 処 理 状 況 が 不 明 確 な も の を 調 査 し 、 行 政 文

書 主 任 を し て そ の 理 由 を 明 ら か に し 、 速 や か に 処 理 さ せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

︵ 施 行 の 方 法 ︶

第 二 十 七 条 行 政 文 書 の 施 行 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 ︵ 第 三 号 、 第 四 号 、 第 六 号 及 び 第 七 号 に 掲 げ る 方 法 は 、 次 条 第 三 項 に 規 定

す る 行 政 文 書 を 施 行 す る 場 合 の み に 限 る 。 ︶ に よ る も の と す る 。

一 　 郵 送

二 　 手 渡 し

三 　 フ ァ ク シ ミ リ に よ る 発 信

四 　 電 子 メ ー ル に よ る 発 信

五 　 総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 発 信

六 　 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム に よ る 発 信

七 　 ホ ー ム ペ ー ジ に よ る 発 信

八 　 名 古 屋 港 管 理 組 合 公 報 へ の 登 載

︵ 公 印 ︶

第 二 十 八 条 郵 送 又 は 手 渡 し に よ り 施 行 す る 行 政 文 書 に は 、 公 印 を 押 し 、 原 議 と 契 印 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に あ て て 施 行 す る 行 政 文 書 に つ い て は 、 発 信 者 と し て 記 載 さ れ

た 者 が 署 名 す る こ と に よ り 公 印 の 押 印 に 代 え る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 議 事 課 長 は 、 施 行 日 、 件 名 、 施 行 者 名

及 び あ て 先 を 記 載 し た も の を 暦 年 で 管 理 し な け れ ば な ら な い 。

３ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 内 容 が 法 律 効 果 に 関 係 が な く 、 か つ 、 軽 易 な 一 般 文 書 に つ い て は 、 公 印 及 び 契 印 を 省

略 す る も の と す る 。 た だ し 、 文 書 の 真 正 性 を 担 保 す る 必 要 が あ る と き は 、 契 印 を 押 す も の と す る 。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 公 印 を 省 略 し た と き は 、 発 行 す る 行 政 文 書 の 施 行 者 の 下 に ﹁ ︵ 公 印 省 略 ︶ ﹂ と 表 示 し 、 及 び 当 該 文 書 に

係 る 決 裁 文 書 に 公 印 を 省 略 し た 旨 を 記 載 す る も の と す る 。

︵ 電 子 署 名 ︶

第 二 十 九 条 総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 発 信 に よ り 施 行 す る 行 政 文 書 に は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 電 子 署 名 を 付 さ な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 内 容 が 法 律 的 効 力 を 有 し な い 行 政 文 書 に つ い て は 、 電 子 署 名 を 付 す る こ と を 要 し な い 。

︵ 手 渡 し 、 フ ァ ク シ ミ リ 及 び 電 子 メ ー ル に よ る 発 信 ︶

第 三 十 条 手 渡 し 、 フ ァ ク シ ミ リ 及 び 電 子 メ ー ル に よ る 行 政 文 書 の 施 行 は 、 議 事 課 に お い て 行 う 。

︵ 総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 発 信 ︶

第 三 十 一 条 総 合 行 政 ネ ッ ト ワ ー ク の 発 信 に よ る 行 政 文 書 の 施 行 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 議 事 課 に お い て 行 う 。

︵ 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 及 び ホ ー ム ペ ー ジ に よ る 発 信 ︶

第 三 十 二 条 庁 内 Ｌ Ａ Ｎ グ ル ー プ ウ ェ ア シ ス テ ム 及 び ホ ー ム ペ ー ジ に よ る 行 政 文 書 の 施 行 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 行 う 。

︵ 名 古 屋 港 管 理 組 合 公 報 へ の 登 載 ︶

第 三 十 三 条 名 古 屋 港 管 理 組 合 公 報 へ の 登 載 に よ る 行 政 文 書 の 施 行 は 、 公 報 発 行 規 程 ︵ 昭 和 三 十 八 年 名 古 屋 港 管 理 組 合 訓 令

第 五 号 ︶ の 例 に よ る 。

第 七 章 整 理 、 保 管 、 保 存 及 び 廃 棄

︵ 行 政 文 書 の 整 理 、 保 管 及 び 保 存 の 原 則 ︶

第 三 十 四 条 行 政 文 書 は 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 整 理 し 、 保 管 し 、 又 は 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

一 行 政 文 書 は 、 そ れ 以 外 の も の と 明 確 に 区 分 し 、 必 要 に 応 じ て 目 的 の も の が 迅 速 に 取 り 出 せ る よ う 体 系 的 に 分 類 す る こ

と 。

二 　 行 政 文 書 は 、 会 計 年 度 に よ り 整 理 す る こ と 。 た だ し 、 こ れ に よ り 難 い と き は 、 暦 年 等 に よ り 整 理 す る こ と が で き る 。

︵ 未 完 結 文 書 の 整 理 ︶

第 三 十 五 条 未 完 結 文 書 は 、 文 書 等 に あ っ て は 適 当 な 用 具 に 収 納 し 、 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 議 事 課 長 が

指 定 す る 場 所 に お い て 適 正 に 整 理 し 、 常 に そ の 所 在 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。

︵ 完 結 文 書 の 保 管 及 び 保 存 ︶

第 三 十 六 条 完 結 文 書 は 、 文 書 等 に あ っ て は 適 当 な 用 具 に 収 納 し 、 電 磁 的 記 録 に あ っ て は 記 録 媒 体 に 記 録 し 、 議 事 課 長 が 指

定 す る 場 所 に お い て 保 管 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 保 管 し た 完 結 文 書 の う ち 、 保 存 年 限 が 一 年 以 上 の も の は 、 保 管 の 期 間 の 終 了 後 、 議 事 課 長 が 指 定 す る

場 所 に お い て 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 保 存 す る も の と す る 。

一 文 書 等 は 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル 単 位 で 編 集 し 、 適 当 な 用 具 に 必 要 事 項 を 記 入 し た 背 表 紙 ︵ 様 式 第 五 号 ︶ 又 は 見 出 し ︵ 様
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式 第 六 号 ︶ を 付 け て 簿 冊 を 作 成 す る こ と 。

二 電 磁 的 記 録 は 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル 単 位 で 編 集 し 、 背 表 紙 の 記 載 事 項 を 明 示 し て 、 適 当 な 記 録 媒 体 に 記 録 す る こ と 。

三 前 二 号 の 規 定 に よ り 難 い と き は 、 こ れ ら の 規 定 に か か わ ら ず 、 背 表 紙 の 記 載 事 項 を 明 示 し て 他 の 適 当 な 方 法 に よ り 保

存 す る こ と が で き る 。

︵ 行 政 文 書 の 整 理 等 の 点 検 ︶

第 三 十 七 条 行 政 文 書 主 任 は 、 行 政 文 書 が 指 定 す る 場 所 に 、 別 に 定 め る 行 政 文 書 分 類 表 に 基 づ き 適 正 に 整 理 さ れ 、 保 管 さ れ 、

又 は 保 存 さ れ て い る か を 定 期 的 に 点 検 し な け れ ば な ら な い 。

︵ 行 政 文 書 の 保 存 年 限 等 ︶

第 三 十 八 条 行 政 文 書 の 保 存 年 限 は 、 次 に 掲 げ る 六 種 類 と し 、 そ の 保 存 区 分 基 準 は 、 別 記 の と お り と す る 。

永 年 保 存

十 年 保 存

五 年 保 存

三 年 保 存

一 年 保 存

一 年 未 満 保 存

２ 　 議 事 課 長 は 、 必 要 に 応 じ て 保 存 年 限 の 見 直 し を 行 い 、 保 存 年 限 を 変 更 す る も の と す る 。

３ 前 項 の 規 定 に よ り 保 存 年 限 の 変 更 を 行 っ た 場 合 に お い て 、 既 に 保 存 年 限 を 満 了 し た こ と と な る 行 政 文 書 に つ い て は 、 当

該 変 更 を 行 っ た と き に 保 存 年 限 を 満 了 し た も の と み な す 。

４ 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 政 文 書 に つ い て は 、 保 存 年 限 の 満 了 後 に お い て も 、 当 該 各 号 に 定 め る

期 間 が 経 過 す る 日 ま で の 間 、 保 存 年 限 を 延 長 す る も の と す る 。

一 　 現 に 監 査 、 検 査 等 の 対 象 と な っ て い る も の 　 当 該 監 査 、 検 査 等 が 終 了 す る ま で の 間

二 　 現 に 係 属 し て い る 訴 訟 に お け る 手 続 上 の 行 為 を す る た め に 必 要 と さ れ る も の 　 当 該 訴 訟 が 終 了 す る ま で の 間

三 現 に 係 属 し て い る 不 服 申 立 て に お け る 手 続 上 の 行 為 を す る た め に 必 要 と さ れ る も の 　 当 該 不 服 申 立 て に 対 す る 決 定 の

日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 間

四 　 開 示 請 求 が あ っ た も の 　 条 例 第 十 一 条 各 項 の 決 定 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 年 間

︵ 常 用 台 帳 の 指 定 等 ︶

第 三 十 九 条 議 事 課 長 は 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル の う ち 、 常 時 使 用 す る 台 帳 、 帳 簿 等 で 加 除 、 修 正 、 追 記 等 に よ り 適 正 な 状 態 で

維 持 管 理 す る も の ︵ 次 項 に お い て ﹁ 常 用 台 帳 ﹂ と い う 。 ︶ を 指 定 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 常 用 台 帳 の 保 存 年 限 は 、 常 時 使 用 す る 必 要 が な く な っ た 日 の 属 す る 会 計 年 度 の 翌 年 度 の 四

月 一 日 か ら 起 算 す る 。

︵ 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 等 ︶

第 四 十 条 行 政 文 書 ︵ 保 存 年 限 が 一 年 未 満 の も の を 除 く 。 ︶ を 作 成 し 、 又 は 収 受 し た と き は 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 ︵ 様

式 第 七 号 ︶ に 必 要 事 項 を 入 力 し 、 又 は 記 載 事 項 を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 入 力 又 は 変 更 の 必 要 が な い 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。

２ 行 政 文 書 ︵ 保 存 年 限 が 一 年 以 下 の も の を 除 く 。 ︶ を 作 成 し 、 又 は 収 受 し た と き は 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 細 目 に 必 要

事 項 を 入 力 し な け れ ば な ら な い 。

３ 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 及 び 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 細 目 は 、 電 磁 的 記 録 を も っ て 調 製 し 、 必 要 に 応 じ 用 紙 に 出 力 す る

も の と す る 。

４ 前 三 項 に 定 め る も の の ほ か 、 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 及 び 行 政 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 細 目 の 調 製 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、

別 に 定 め る も の と す る 。

︵ 保 存 文 書 の 管 理 ︶

第 四 十 一 条 議 事 課 長 は 、 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 保 存 す る 完 結 文 書 ︵ 以 下 ﹁ 保 存 文 書 ﹂ と い う 。 ︶ を 、 当 該 保 存 文

書 の 保 存 年 限 が 満 了 す る 日 ま で の 間 、 書 庫 等 の 所 定 の 場 所 に お い て 保 存 し な け れ ば な ら な い 。

２ 　 議 事 課 長 は 、 毎 年 一 回 以 上 保 存 文 書 に つ い て 虫 害 等 の 予 防 を し な け れ ば な ら な い 。

︵ 保 存 文 書 の 廃 棄 等 ︶

第 四 十 二 条 議 事 課 長 は 、 保 存 文 書 に つ い て 保 存 年 限 が 満 了 し た と き は 、 廃 棄 文 書 目 録 ︵ 様 式 第 八 号 ︶ を 作 成 し て 廃 棄 を 決

定 す る も の と す る 。

２ 議 事 課 長 は 、 保 存 年 限 が 満 了 し た 保 存 文 書 に つ い て 、 職 務 の 遂 行 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 原 則 一 年 を 単 位 と し て

当 該 保 存 年 限 を 延 長 す る も の と す る 。

３ 議 事 課 長 は 、 保 存 年 限 が 満 了 す る 前 の 保 存 文 書 に つ い て 、 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 特 別 の 理 由 が あ る と 認 め る と き は 、

当 該 特 別 の 理 由 を 記 載 し た 廃 棄 文 書 目 録 を 作 成 し て 廃 棄 を 決 定 す る も の と す る 。

︵ 廃 棄 文 書 の 取 扱 い ︶

第 四 十 三 条 議 事 課 長 は 、 廃 棄 を 決 定 し た 行 政 文 書 に つ い て は 、 保 存 す る 場 所 か ら 速 や か に 撤 去 し 、 他 に 利 用 さ れ る お そ れ

の な い よ う に 確 実 に 廃 棄 し な け れ ば な ら な い 。

第 八 章 雑 則

︵ 準 用 ︶

第 四 十 四 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 行 政 文 書 の 管 理 に つ い て は 、 管 理 者 の 部 局 の 例 に よ る 。

附 　 則

︵ 施 行 期 日 ︶

１ 　 こ の 訓 令 は 、 平 成 二 十 一 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

︵ 経 過 措 置 ︶

２ こ の 訓 令 施 行 の 際 、 こ の 訓 令 に よ る 改 正 前 の 名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 前 の 規 程 ﹂ と

い う 。 ︶ の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ て い る 様 式 第 五 号 及 び 様 式 第 六 号 の 用 紙 に つ い て は 、 こ の 訓 令 に よ る 改 正 後 の 名 古 屋
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港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 行 政 文 書 管 理 規 程 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 の 規 程 ﹂ と い う 。 ︶ の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 改 正 後 の 規

程 の 様 式 の 要 件 を 満 た す よ う 必 要 な 措 置 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

３ こ の 訓 令 施 行 の 際 、 改 正 前 の 規 程 の 規 定 に 基 づ い て 三 十 年 保 存 と し た 行 政 文 書 に つ い て は 、 改 正 後 の 規 程 の 規 定 に 基 づ

い て 永 年 保 存 と し た 行 政 文 書 と み な す 。

４ こ の 訓 令 施 行 の 際 、 現 に 改 正 前 の 規 程 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し 、 及 び 取 得 し 、 並 び に 整 理 し 、 保 管 し 、 及 び 保 存 さ れ て

い る 行 政 文 書 は 、 改 正 後 の 規 程 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し 、 及 び 取 得 し 、 並 び に 整 理 し 、 保 管 し 、 及 び 保 存 さ れ て い る も の

と み な す 。

別 記 行 政 文 書 の 保 存 区 分 基 準

永 年
一 　 会 議 録 原 本 並 び に 会 議 録 及 び 決 議 録

二 　 委 員 会 記 録

三 　 例 規 文 書 原 議

四 　 議 員 名 簿

五 　 議 員 身 分 に 関 す る 行 政 文 書

六 　 職 員 の 任 命 、 服 務 及 び 賞 罰 に 関 す る 特 に 重 要 な も の

七 　 各 種 台 帳 又 は こ れ に 類 す る も の で 特 に 重 要 な も の

八 　 そ の 他 永 年 保 存 を 必 要 と す る も の

十 年
一 　 意 見 書 及 び 決 議 に 関 す る 行 政 文 書

二 　 議 案 ︵ 議 員 提 出 議 案 ︶

三 　 請 願 書 及 び 陳 情 に 関 す る 行 政 文 書

四 　 そ の 他 十 年 保 存 を 必 要 と す る も の

五 年
一 　 予 算 、 決 算 及 び 収 支 に 関 す る 行 政 文 書

二 　 給 与 に 関 す る 行 政 文 書

三 　 会 議 結 果 に 関 す る 行 政 文 書

四 　 監 査 結 果 報 告 書

五 　 そ の 他 五 年 保 存 を 必 要 と す る も の

三 年
一 　 諸 会 議 に 関 す る 行 政 文 書

二 　 そ の 他 三 年 保 存 を 必 要 と す る も の

一 年
永 年 、 十 年 、 五 年 及 び 三 年 保 存 以 外 の 行 政 文 書 ︵ 資 料 文 書 の う ち 随 時 発 生 し 、 短 期 に 廃 棄 す る 軽 微 な も の を 除 く 。 ︶

一 年 未 満

資 料 文 書 の う ち 随 時 発 生 し 、 短 期 に 廃 棄 す る 軽 微 な も の
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様式第１号（第７条関係）

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

様式第２号（第７条関係）

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

番　　　号 件　　　　　名 議事課 施　行　日 摘　　要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

番
　
号

月
　
日

文　書　概　要

受印

処　理　経　過

月日 記事 月日 記事 月日 備考記事件　　　　名 相手方
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様式第３号（第13条関係）

備考　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

様式第４号（第14条、第24条関係）

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

月　日 受　信　者 発　信　者 種　類

引 受 局

及　　び

番号記号

受印

10ミリメートル 30ミリメートル
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様式第５号（第36条関係）

備考

１　一番上の空欄は、整理番号を記入すること。

２ 種類欄は、常用台帳又は秘密文書に該当する場

合に記入すること。

年度

保 存 年 限　　　　年

編　　　冊　　
期　　　間　　

廃 棄 予 定　　　　　　　　年　　　　月

議会事務局　議事課　　　　　　　　　係

分 類 記 号　　　　　　−　　　−

簿 冊 番 号

種　　　類
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様式第６号（第36条関係）

備考　種類欄は、常用台帳又は秘密文書に該当する場合に記入すること。

整 理 番 号

年　　　度

題　　　名

保 存 年 限

編 冊 期 間

廃 棄 予 定

議会事務局

分 類 記 号

種　　　類

年度　

永　　　10 5 3 1

〜

年　　　　　月

議事課　　　　　　　　　　　　　　係

簿 冊 番 号
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様
式

第
７

号
（

第
4
0
条

関
係

)

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

管
理

簿

備
考

　
常

用
台

帳
に

該
当

す
る

場
合

は
、

備
考

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

整
理

番
号

分
類

記
号

文
書

分
類

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

名

（
簿

冊
名

）

細
目

の

有
　

無

編
冊

年
度

保
存

年
限

保
存

年
限

満
了

年
度

延
長

文
書

の
有

無
保

存
場

所
媒

体
の

種
別

備
　

　
考

開
始

最
終

第
１

分
類

第
２

分
類

第
３

分
類



名古屋港管理組合公報　第438号　平成21年７月１日 19

様
式

第
８

号
（

第
4
2
条

関
係

)

廃
棄

文
書

目
録

備
考

　
常

用
台

帳
に

該
当

す
る

場
合

は
、

備
考

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

整
理

番
号

分
類

記
号

文
書

分
類

行
政

文
書

フ
ァ

イ
ル

名

（
簿

冊
名

）

編
冊

年
度

開
始

最
終

第
１

分
類

第
２

分
類

第
３

分
類

保
存

年
限

保
存

年
限

満
了

年
度

保
存

場
所

媒
体

の
種

別
処

理
結

果

（
延

長
・

廃
棄

）
処

理
年

月
日

備
　

　
考
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名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 事 務 局 に 関 す る 規 程 ︵ 昭 和 三 十 七 年 四 月 一 日 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 二 十 一 年 七 月 一 日

名 古 屋 港 管 理 組 合 議 会 議 長 　 お く む ら 　 文 洋

第 二 条 庶 務 係 表 第 二 号 中 ﹁ 報 酬 ﹂ を ﹁ 議 員 報 酬 ﹂ に 改 め る 。

附 　 則

こ の 規 程 は 、 平 成 二 十 一 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

６月10日招集された定例名古屋港管理組合議会は、会期を１日と決定し、同日議事終了閉会した。

付議事件等及びその結果は、下記のとおりである。

記

１　議長選挙

おくむら 文　洋　議員当選

２　副議長選挙

杉　岡　和　明　議員当選

３　常任委員会委員の選任

企画総務委員会　　　　　　　　　　　　　　　 鈴　木　　　純

酒　井　庸　行

長谷川　由美子

神　野　博　史

伊　藤　勝　人

ふじた　和　秀

加　藤　一　登

長　坂　康　正

佐　橋　典　一

岩　村　進　次

かしわぐま 光　代

米　田　展　之

わしの　恵　子

渡　辺　義　郎

おくむら 文　洋

港営建設委員会　　　　　　　　　　　　　　　 鎌　倉　安　男

川　嶋　太　郎

仲　　　敬　助

原　田　信　夫

中　村　　　満

鈴　木　　　愿

松　川　浩　明

ば　ば　のりこ

山　口　清　明

横　井　利　明

川　上　万一郎

浅　井　日出雄

斉　藤　　　実

久　野　浩　平

杉　岡　和　明

なお、委員長及び副委員長は、各委員会において互選の結果、次のとおり決定された。

企画総務委員会　　　　　　　　　　委 員 長 ふじた　和　秀

副委員長 伊　藤　勝　人

港営建設委員会　　　　　　　　　　委 員 長 仲　　　敬　助

副委員長 ば　ば　のりこ

４　庁舎建設特別委員会設置について　　　　　　　　　　　　　 可　　決

閉会中継続調査

５　同特別委員会委員の選任

鎌　倉　安　男

鈴　木　　　純

川　嶋　太　郎

酒　井　庸　行

仲　　　敬　助

長谷川　由美子

神　野　博　史

伊　藤　勝　人

ふじた　和　秀

加　藤　一　登
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原　田　信　夫

中　村　　　満

鈴　木　　　愿

松　川　浩　明

長　坂　康　正

佐　橋　典　一

ば　ば　のりこ

山　口　清　明

横　井　利　明

岩　村　進　次

川　上　万一郎

かしわぐま 光　代

米　田　展　之

わしの　恵　子

浅　井　日出雄

斉　藤　　　実

渡　辺　義　郎

久　野　浩　平

杉　岡　和　明

おくむら 文　洋

なお、委員長及び副委員長は、特別委員会において互選の結果、次のとおり決定された。

委 員 長　　　　　 おくむら 文　洋

副委員長　　　　　 杉　岡　和　明

６　副管理者選任の同意について　　　　　　　　　　　　　　　　 同　　意

７　監査委員選任の同意について（組合議会議員） 同　　意

８　監査委員選任の同意について（愛知県監査委員） 同　　意

９　各常任委員会における閉会中の継続調査について　　　　　　　 可　　決

10 議員派遣について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可　　決

名古屋港管理組合副管理者山田孝嗣は、平成21年６月18日任期満了した。

雑　　　　　報

発行所　名古屋市港区入船一丁目８番21号

名 古 屋 港 管 理 組 合


